














要約:栃木県では、小児科医が中心となり、県、児童相談所、保健所が連携しなから被虐

待児対策が進められてきた。実態調査では、平成 5年 1年間に 93 例の事例の報告があり、

児童相談所の報告は 30%に過ぎないことが明らかとなった。また援助は、福祉事務所、民

生委員・児童委員などが行う事例が多く、援助の質の向上のために「子どもの虐待防止ハ

ンドプック」を作成した。更に、保健所、児童相談所がそれぞれ中心となった事例検討会

が行われ、事例に対して関係機関が連携し援助を行っていくことが可能になってきた。


